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1. 協定の概要 

安芸高田市内で地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、安芸高田市と次に記載の 6

社との間で、令和 4年 10月 1日に協定を締結しました。 

 

2. 協定の相手方 

① 広島トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長  藤井 一裕 

（広島市中区広瀬北町２番２４号） 

② 広島トヨペット株式会社 代表取締役社長  古谷 英明 

（広島市西区観音町７番８号） 

③ トヨタカローラ広島株式会社 代表取締役社長  本多 功樹 

（広島市西区庚午中１丁目１８番１３号） 

④ ネッツトヨタ広島株式会社 代表取締役社長  奥原 宏一郎 

（広島市西区南観音５丁目１６番７号） 

⑤ 株式会社トヨタレンタリース広島 代表取締役会長  卜部 典昌 

（広島市中区白島北町１１番１４号） 

⑥ トヨタモビリティパーツ株式会社 広島支社支社長  今井 裕宏 

（安芸郡坂町平成ヶ浜５丁目３番３７号） 

 

3. 協定の内容 

 災害時における安芸高田市内の避難所等での停電時の応急対策のため、車両等の貸

与の協力を要請できます。 

① 燃料電池自動車 

② 電気自動車 

③ プラグイン・ハイブリッド自動車 

④ ハイブリッド自動車 

⑤ 車両からの外部給電に必要な機器 

 

 
災害時における外部給電可能な車両等の支援に関する協定の締結 


